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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】令和2年12月10日(2020.12.10)

【公表番号】特表2020-505753(P2020-505753A)
【公表日】令和2年2月20日(2020.2.20)
【年通号数】公開・登録公報2020-007
【出願番号】特願2019-560459(P2019-560459)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｍ   4/38     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   4/36     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ  10/052    (2010.01)
   Ｈ０１Ｍ   4/587    (2010.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｍ    4/38     　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｍ    4/36     　　　Ｄ
   Ｈ０１Ｍ    4/36     　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｍ   10/052    　　　　
   Ｈ０１Ｍ    4/587    　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】令和2年10月28日(2020.10.28)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００３】
　短所は、シリコンへのリチウムの組込みおよびシリコンからリチウムの放出が、約３０
０％に達し得る非常に大きな体積変化を伴うことである。このような体積変化は、微結晶
に大きな機械的応力を受けさせ、したがって、微結晶は最終的に粉々になり得る。電気化
学的製粉とも呼ばれるこの方法は、活物質および電極構造物中の電気接点損失、したがっ
て、容量損失した電極の破壊をもたらす。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００６】
　炭素マトリックス中にシリコン粒子を埋め込む一連のシリコン－炭素複合粒子は、リチ
ウムイオン電池用アノード活物質として記載されている。この場合、小さな粒度、例えば
、約２００ｎｍの平均粒度ｄ５０を有するシリコン粒子が、通常、使用されてきた。この
理由は、より小さなシリコン粒子はより低いシリコン取込み容量を有し、このため、より
大きなシリコン粒子より、リチウムの組込み時により低体積膨張し、結果として、シリコ
ンに関連する上記問題がほんのより小さな程度にしか起こり得ないことである。例えば、
独国特許出願公開第１０２０１６２０２４５９号は、５０～８００ｎｍの範囲の平均粒度
ｄ５０を有するＳｉ粒子を含んでなる複合粒子を記載している。詳細には、１８０ｎｍお
よび２００ｎｍの平均粒度を有するＳｉ粒子がこの目的のために記載されている。独国特
許出願公開第１０２０１６２０２４５９号は、多孔質シリコン－炭素複合体の総括的概要
も示している。全てのこれらのアプローチでは、リチウムに対するシリコンの容量は、フ
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ル充電されたリチウムイオン電池において完全に使い切っており、この状態では電池のシ
リコンは完全にリチウム化されていた。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００９】
　米国特許出願公開第２０１６／０１７２６６５号は、１つ以上の同じメソポーラス炭素
シェルで被覆されたシリコン粒子をベースとするリチウムイオン電池用活物質を記載して
いる。シリコン粒子の性質に関して、米国特許出願公開第２０１６／０１７２６６５号は
、明細書全般に明確化されていないが、図５Ａおよび５Ｂから分かるように、１００ｎｍ
の領域の一次粒径を有する凝集したシリコン粒子のみ明確に開示されている。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４０】
　さらに、コアシェル複合粒子のコアは、元素Ｌｉ、Ｆｅ、Ａｌ、Ｃｕ、Ｃａ、Ｋ、Ｎａ
、Ｓ、Ｃｌ、Ｚｒ、Ｔｉ、Ｐｔ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｓｎ、Ｍｇ、Ａｇ、Ｃｏ、Ｚｎ、Ｂ、Ｐ、
Ｓｂ、Ｐｂ、Ｇｅ、Ｂｉ、希土類またはこれらの組合せをベースとした追加の活物質を含
むことができる。好ましい追加の活物質は、ＬｉおよびＳｎをベースとする。追加の活物
質の含有率は、コアシェル複合粒子の総重量に対して、好ましくは≦１重量％、特に好ま
しくは≦１００ｐｐｍである。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４１】
　コアシェル複合粒子のコアは、必要に応じて、１つ以上の導電性添加剤、例えば、黒鉛
、（導電性）カーボンブラック、カーボンナノチューブ（ＣＮＴ）、フラーレンまたはグ
ラフェンを含むことができる。好ましい導電性添加剤は、導電性カーボンブラックおよび
カーボンナノチューブである。導電性添加剤の含有率は、コアシェル複合粒子の総重量に
対して、好ましくは≦１重量％、特に好ましくは≦１００ｐｐｍである。導電性添加剤が
存在しないのが最も好ましい。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００７３】
　コアシェル複合粒子は、必要に応じて、追加の成分、例えば、金属（例えば、銅）、酸
化物、炭化物、または窒化物などの不活物質をベースとする成分を含有することができる
。それにより、電気化学的安定性に良い影響を及ぼす。不活物質の比率は、コアシェル複
合粒子の総重量に対して、好ましくは≦１０重量％、より好ましくは≦５重量％、特に好
ましくは≦１重量％である。このような不活物質は存在しないことが最も好ましい。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
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【訂正対象項目名】０１０４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１０４】
　リチウムイオン電池は、概して、アノードの材料（アノード材料）、特にコアシェル複
合粒子がフル充電された電池において部分的にしかリチウム化されていないように作成ま
たは構成および／または概して動作する。フル充電されたという表現は、特定のコアシェ
ル複合粒子において電池のアノード材料が可能な最大限までリチウム化される電池の状態
を表す。アノード材料の部分的リチウム化は、アノード材料中の活物質粒子、特にコアシ
ェル複合粒子の最大リチウム取込み容量を使い尽くしていないことを意味する。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アノードがコアシェル複合粒子を含有するアノード材料をベースとするリチウムイオン
電池であって、
　前記コアシェル複合粒子のコアが、シリコン粒子を含有し、かつ５０ｎｍ～２２μｍ（
決定方法：走査型電子顕微鏡）の平均径を有する細孔を含む多孔性炭素ベースマトリック
スであり、
　前記コア中の追加の活物質の含有率が、前記コアシェル複合粒子の総重量に対して、≦
１重量％であり、
　前記コア中の導電性添加剤の含有率が、前記コアシェル複合粒子の総重量に対して、≦
１重量％であり、
　前記コアシェル複合粒子のシェルが非多孔性であり、かつ１つ以上の炭素前駆体の炭化
により得ることができ、および
　フル充電されたリチウムイオン電池の前記アノード材料が部分的にのみリチウム化され
ていることを特徴とする、リチウムイオン電池。
【請求項２】
　前記コアシェル複合粒子の前記シェルが、タール、ピッチ、ポリアクリロニトリルおよ
び１～２０個の炭素原子を有する炭化水素からなる群から選択される１つ以上の炭素前駆
体の炭化により得ることができることを特徴とする、請求項１に記載のリチウムイオン電
池。
【請求項３】
　前記コアシェル複合粒子の前記シェル中に存在するいずれかの細孔が＜１０ｎｍ（決定
方法：ＤＩＮ６６１３４に従ったＢＪＨ法（ガス吸着）による細孔径分布）であることを
特徴とする、請求項１または２に記載のリチウムイオン電池。
【請求項４】
　前記コアシェル複合粒子の前記マトリックスが、６５ｎｍ～１９μｍ（決定方法：走査
型電子顕微鏡）の平均径を有する細孔を含むことを特徴とする、請求項１～３のいずれか
一項に記載のリチウムイオン電池。
【請求項５】
　前記コアシェル複合粒子の全細孔容積が、前記コアシェル複合粒子中に存在するシリコ
ン粒子の体積の０．３倍～２．４倍に相当することを特徴とする、請求項１～４のいずれ
か一項に記載のリチウムイオン電池。
【請求項６】
　前記コアシェル複合粒子の前記マトリックスの１つ以上の細孔がシリコン粒子を含み、
シリコン粒子を含む前記マトリックスの細孔の径と前記シリコン粒子の径との比が１．１
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～３（決定方法：走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ））であることを特徴とする、請求項１～５
のいずれか一項に記載のリチウムイオン電池。
【請求項７】
　前記カソードのリチウム容量に対する前記アノードのリチウム容量の比が≧１．１５で
あることを特徴とする、請求項１～６のいずれか一項に記載のリチウムイオン電池。
【請求項８】
　前記フル充電されたリチウムイオン電池における前記アノードが、前記アノードの質量
に対して８００～１５００ｍＡｈ／ｇで充電されることを特徴とする、請求項１～７のい
ずれか一項に記載のリチウムイオン電池。
【請求項９】
　前記リチウムイオン電池の前記フル充電状態において前記アノード材料中のシリコン原
子に対するリチウム原子の比が、≦４．０であることを特徴とする、請求項１～８のいず
れか一項に記載のリチウムイオン電池。
【請求項１０】
　前記リチウムイオン電池の前記アノード材料中のシリコン容量が、シリコンのグラム当
たりの最大容量４２００ｍＡｈに対して、≦８０％の程度まで利用されることを特徴とす
る、請求項１～９のいずれか一項に記載のリチウムイオン電池。
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